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告 示 

 

鳥取県告示第670号 

平成19年鳥取県告示第220号（鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則による

情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うこととする申請等及び処分通知等について）の一部を次

のように改正し、平成21年11月６日から施行する。 

 

  平成21年11月６日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

  

条例等 

 

条項 

 

申請等及び処

分通知等の内

容 

開始日

 

条例等 

 

条項 

 

申請等及び処

分通知等の内

容 

開始日 

 

 略  略 

第11条 

 

占用工事等完

了届 

〃 第７条 

 

占用工事等完

了届 

〃 

第12条 住所等変更届 〃 第８条 住所等変更届 〃 

鳥 取 県 港

湾 法 施 行

細 則 （ 昭

和 51 年 鳥

取 県 規 則

第52号） 

第13条 

 

許可行為廃止

届 

〃 

港 湾 法 施

行 細 則

（ 昭 和 51

年 鳥 取 県

規 則 第 52

号） 

第９条 

 

許可行為廃止

届 

 

〃 

係留施設使用

許可申請 

〃 港湾施設の使

用等の許可申

請書 

〃 

 

小型船舶係留

施設使用許可

申請 

〃 係留施設使用

許可申請書 

〃 

港湾施設（上

屋・荷さばき

地・野積場）

使用許可申請 

〃 上屋使用許可

申請書 

 

 

〃 

船舶給水施設

使用許可申請 

〃 

荷役機械使用

許可申請 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 取 県 港

湾 管 理 条

例 （ 昭 和

35 年 鳥 取

県 条 例 第

６号） 

 

第３条

第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾施設工作

物設置許可申

請 

〃 

鳥 取 県 港

湾 管 理 条

例 （ 昭 和

35 年 鳥 取

県 条 例 第

６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条

第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶給水許可

申請書 

 

 

 

 

〃 
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 略  略 

 略  略 

  

                                                    

 

鳥取県告示第671号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を指定した

ので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成21年11月６日 

鳥取県中部総合事務所長 岡 崎  功   

 

事業者の名称又は氏

名 

指定に係る事業所の

名称 

指定に係る事業所の

所在地 
指定年月日 サービスの種類 

鳥取中央農業協同組

合 

ＪＡ鳥取中央安田福

祉センターさくら台

指定訪問介護事業所

東伯郡琴浦町大字箆

津50－１ 

平成21年11月３日 訪問介護 

〃 

ＪＡ鳥取中央安田福

祉センターさくら台

デイサービスさくら

台 

〃 〃 

通所介護 

                                                    

 

鳥取県告示第672号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居

宅サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成21年11月６日 

鳥取県中部総合事務所長 岡 崎  功   

 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 

廃止の届出を受理

した年月日 
サービスの種類 

金子 徹也 久米の郷 さくら

通所リハビリテー

ションセンター 

倉吉市福光225 平成21年10月27日 通所リハビリテー

ション 

                                                    

 

鳥取県告示第673号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者を指定したので、

同法第85条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成21年11月６日 

鳥取県中部総合事務所長 岡 崎  功   
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事業者の名称 指定に係る事業所の名称
指定に係る事業所の所在

地 
指定年月日 

鳥取中央農業協同組合 ＪＡ鳥取中央安田福祉セ

ンターさくら台 居宅介

護支援事業所 

東伯郡琴浦町大字箆津50

－１ 

平成21年11月３日 

                                                    

 

鳥取県告示第674号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者を指定

したので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成21年11月６日 

鳥取県中部総合事務所長 岡 崎  功   

 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所の

所在地 
指定年月日 サービスの種類 

鳥取中央農業協同

組合 

ＪＡ鳥取中央安田

福祉センターさく

ら台 指定訪問介

護事業所 

東伯郡琴浦町大字箆

津50－１ 

平成21年11月３日 介護予防訪問介護

〃 

ＪＡ鳥取中央安田

福祉センターさく

ら台 デイサービ

スさくら台 

〃 〃 

介護予防通所介護

                                                    

 

鳥取県告示第675号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり

告示する。 

 

  平成21年11月６日 

鳥取県中部総合事務所長 岡 崎  功   

 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所の

所在地 

廃止の届出を受理し

た年月日 
サービスの種類 

金子 徹也 久米の郷 さくら

通所リハビリテー

ションセンター 

倉吉市福光225 平成21年10月27日 介護予防通所リハ

ビリテーション 

                                                    

 

鳥取県告示第676号 

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成20年法律第42号。以下「改正法」という。）附則第６

条の規定により従前の例によることとされる改正法第１条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「旧法」という。）第75条の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅サービスの事
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業を廃止した旨の届出があったので、旧法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成21年11月６日 

鳥取県中部総合事務所長 岡 崎  功   

 

氏名（名称及び代

表者の氏名） 

住所（主たる

事務所の所在

地） 

居宅サービス事業を

行っていた事業所の

名称 

居宅サービス事

業を行っていた

事業所の所在地

居宅サービ

スの種類 
廃止年月日

医療法人社団ヤチ

グチ歯科医院 理

事長 谷内口良一 

東伯郡三朝町

大字大瀬1195

－３ 

医療法人社団ヤチグ

チ歯科医院 

東伯郡三朝町大

字大瀬1195－３

訪問看護 平成19年８

月31日 

〃 〃 〃 〃 

訪問リハビ

リテーショ

ン 

〃 

〃 〃 〃 〃 
居宅療養管

理指導 
〃 

                                                    

 

鳥取県告示第677号 

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成20年法律第42号。以下「改正法」という。）附則第６

条の規定により従前の例によることとされる改正法第１条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「旧法」という。）第115条の５の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当該指定介護予

防サービスの事業を廃止した旨の届出があったので、旧法第115条の９の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成21年11月６日 

鳥取県中部総合事務所長 岡 崎  功   

 

氏名（名称及び代

表者の氏名） 

住所（主たる

事務所の所在

地） 

介護予防サービス事

業を行っていた事業

所の名称 

介護予防サービ

ス事業を行って

いた事業所の所

在地 

介護予防サ

ービスの種

類 

廃止年月日

医療法人社団ヤチ

グチ歯科医院 理

事長 谷内口良一 

東伯郡三朝町

大字大瀬1195

－３ 

医療法人社団ヤチグ

チ歯科医院 

東伯郡三朝町大

字大瀬1195－３

介護予防訪

問看護 

平成19年８

月31日 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

介護予防訪

問リハビリ

テーション 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

介護予防居

宅療養管理

指導 

 

〃 

                                                    

 

鳥取県告示第678号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定に基づき、次のとおり中山町土地改良区から役員が

退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第17項の規定により告示する。 
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  平成21年11月６日 

鳥取県西部総合事務所長 河 原 正 彦   

 

 退任した役員の氏名及び住所 

理 事  手 嶋   浩  西伯郡大山町田中507－１ 

 〃   原 田   茂  西伯郡大山町田中1025－30 

 〃   藤 田   滋  西伯郡大山町田中774－３ 

 〃   渡 辺 輝 幸  西伯郡大山町下甲434 

 〃   西 川 昌 康  西伯郡大山町赤坂415 

 〃   臼 井 寿 雄  西伯郡大山町下市36－１ 

 〃   橋 井 隆 司  西伯郡大山町松河原117 

 〃   尾 古 博 文  西伯郡大山町羽田井187 

 〃   田 總 啓 五  西伯郡大山町羽田井158－１ 

 〃   秋 田 美喜雄  西伯郡大山町束積77 

 〃   野 口 昌 作  西伯郡大山町八重156 

 〃   金 平   收  西伯郡大山町樋口128 

 〃   松 信 裕 允  西伯郡大山町石井垣208 

 〃   井 上 重 行  西伯郡大山町潮音寺133 

 〃   江 原 率 雄  西伯郡大山町栄田325 

 〃   佐 伯 幸 男  西伯郡大山町田中1062－８ 

 〃   澤 田 正 己  西伯郡大山町田中1025－26 

 〃   西 村   暁  西伯郡大山町御崎92 

 〃   河 端 律 雄  西伯郡大山町御崎348 

 〃   田 中 幸 夫  東伯郡琴浦町大字梅田150 

 〃   野 口 省 三  西伯郡大山町殿河内478－３ 

 〃   天 島 昭 治  西伯郡大山町下市135－２ 

 〃   高 見 達 雄  西伯郡大山町塩津113 

 〃   中 村 敏 彦  西伯郡大山町塩津386 

 〃   林 原 弘 毅  西伯郡大山町岡547 

監 事  圓 岡 重 利  西伯郡大山町下甲337－１ 

 〃   西 川 海 仁  西伯郡大山町赤坂336－２ 

 〃   佐 伯 孝 義  西伯郡大山町束積355－２ 

 平成21年10月15日退任 

  

就任した役員の氏名及び住所 

理 事  渡 辺 博 幸  西伯郡大山町束積103 

 〃   野 口 歳 昭  西伯郡大山町田中100 

 〃   山 本 孝 幸  西伯郡大山町御崎356 

 〃   村 川   巧  西伯郡大山町田中761－１ 

 〃   西 川 海 仁  西伯郡大山町赤坂336－２ 

 〃   柏 尾 清 孝  西伯郡大山町塩津700 

 〃   高 見 尚 文  西伯郡大山町岡520 

 〃   尾 古 博 文  西伯郡大山町羽田井187 

 〃   田 總 啓 五  西伯郡大山町羽田井158－１ 
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 〃   野 口 昌 作  西伯郡大山町八重156 

 〃   金 平   收  西伯郡大山町樋口128 

 〃   松 信 裕 允  西伯郡大山町石井垣208 

 〃   井 上 重 行  西伯郡大山町潮音寺133 

 〃   江 原 率 雄  西伯郡大山町栄田325 

 〃   手 嶋   浩  西伯郡大山町田中507－１ 

 〃   澤 田 正 己  西伯郡大山町田中1025－26 

 〃   原 田   茂  西伯郡大山町田中1025－30 

 〃   西 村   暁  西伯郡大山町御崎92 

 〃   渡 辺 輝 幸  西伯郡大山町下甲434 

 〃   田 中 幸 夫  東伯郡琴浦町大字梅田150 

 〃   野 口 省 三  西伯郡大山町殿河内478－３ 

 〃   天 島 昭 治  西伯郡大山町下市135－２ 

 〃   高 見 達 雄  西伯郡大山町塩津113 

 〃   臼 井 壽 雄  西伯郡大山町下市36－１ 

 〃   橋 井 隆 司  西伯郡大山町松河原117 

監 事  田 内 利 長  西伯郡大山町束積57 

 〃   田 中 祥 二  西伯郡大山町赤坂413 

 〃   圓 岡 重 利  西伯郡大山町下甲337－１ 

 平成21年10月16日就任 任期 平成25年10月15日まで 


